
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  大工等に報酬を支払う場合 

Ｑ：大工等に報酬を支払う場合、所得税の

源泉徴収、消費税の仕入税額控除はどのよう

に取り扱われますか？  

 

Ａ：給与に該当するのか、事業に該当する

のかによって取扱いが違います。 

【解説】 

大工、左官、とび職等（大工等）が、建設、据

付け、組立てその他これらに類する作業（建設作

業等）を遂行し又は役務の提供をしたことに対す

る対価として支払いを受けた報酬は、請負契約も

しくはこれに準ずる契約に基づく対価（請負契約

等に基づく対価）であるのか、又は雇用契約もし

くはこれに準ずる契約に基づく対価（雇用契約等

に基づく対価）であるのかによって取扱いが異な

り、請負契約等に基づく対価は事業所得、雇用契

約等に基づく対価は給与所得に該当することとな

っています。 

ところで、大工等に報酬を支払う場合の所得

税の源泉徴収及び消費税の仕入税額控除は、次

のように取り扱われることとなっています。 

①  源泉徴収 

その報酬が給与所得である場合は、給与所

得として源泉徴収が必要ですが、事業所得

である場合は源泉徴収が必要ないことにな

ります。 

②  消費税の仕入税額控除 

その報酬が給与所得である場合は、仕入税

額控除の対象になりませんが、事業所得で

ある場合は仕入税額控除の対象となります。 
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